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＊お客様に愛され 地域社会に貢献し 社員の幸せを実現する＊ 

気づきが 自分を変えていく  しごとより いのち おたがいさま 

社会保険労務士法人ペルダ・コンサルティング：労働保険事務組合静岡経済協会：静岡県中小企業家同友会会員 

会社のメンタルヘルスは 社員の気持ちを よく聴き 話せば 社員も職場も 活き活き 

バランスのとれた食事は バランスのとれた心と身体をつくる 毎日おいしく しっかり三食 

ハロウィンは、10 月 31日に行われるヨーロッパを発祥とするお祭りのことで、もともと

は秋の収穫を祝い悪霊を追い出す宗教的な意味合いの行事でした。実りの秋、多くの穀物

が実り、五穀豊穣の時期です。お米の販売価格が問題になっていますが、生産者が利益

が出てこそ継続でき、消費者が手ごろな価格で購入できるような農業政策が求められる。 

 

✔静岡県の最低賃金 「１，０９７円」 １１月１日から！！ 

静岡地方最低賃金審議会は、現在の 1,034 円から 63 円引上げ、1,097 円とするよう静岡労働局の国

分一行局長に答申しました。１１月１日（土）から適用です。 

適用開始を例年の１０月１日から１ヶ月遅らせた理由については、審議会畑会長は「全体的な審議が例

年に比べて遅れたため」と説明している。 

 

✔海外に赴任している社員 海外用の労災保険に加入していますか？ 

労災保険は、業務上の事由や通勤による負傷、病気、障害、あるいは死亡した場合に、被災労働者への

給付と遺族への給付が行われます。労災保険は、あくまでも国内の事業所に適用され、そこで働いてい

る労働者が給付の対象となり、海外に赴任、転勤した場合は、国内の労災保険が適用されません。その

ため、「海外派遣者用の労災保険特別加入」に加入することで、給付を受けることができます。加入で

きるのは、●海外の支店、工場、現地法人、海外の提携先企業などに労働者として派遣される人。●海

外にある中小規模の事業に事業主等として派遣される人、が対象です。労働者については国内の労災保

険と同じです。＊海外出張については、国内の労災保険が適用されます。該当する労働者等がいる場合

は、リスクに備え加入をお勧めします。事業主が事業所管轄の労働基準監督署で手続します。 

 

✔個別労働紛争解決制度の利用状況（令和６年度分：静岡労働局） 

～「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が13 年連続最多～「個別労働紛争解

決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、

迅速に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、「あっせん」の３つ

の方法があります。●総合労働相談件数 34,044 件で内訳は、＊個別労働関係紛争相

談件数 7,312 件（いじめ・嫌がらせ 1,664件、自己都合退職 67 件、労働条件引下

げ 58 件）＊助言・指導申出件数 645件（いじめ・嫌がらせ 112 件、自己都合退職

67 件、労働条件引下げ 58 件）＊あっせん申請件数 192 件（いじめ・嫌がらせ 58

件、解雇 29 件、雇止め 22 件）。あっせんでは、実際にあっせんが行われた件数が

177 件（前年度以前の申請を含む）で、双方での合意が成立したのは、44 件で、取り

下げが 8 件、打ち切り（不参加を含む）が 127 件であった。 
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「日本国憲法」（194６年 11 月 3日公布・1947年５月 3日施行）今年で満７

８歳。177 国の現行憲法の中で非改正の憲法は世界一の憲法だとしている（ケネス・盛・

マッケルウエイン東京大学教授）。柱となる３つの原則は「国民主権」「基本的人権」「平和

主義」です。憲法は、暮らしや職業選択、結婚、働くこと、表現や学問など人が生きる上でさまざまな

場面に深く関わっています。企業、働く人、取引などに関係する項目について、記載していきます。 

１．（前 文） 前文には、どのような考えでこの憲法が作られているのか、ということが記さ 

れています。憲法の基本原則となる考えです。憲法には、三大基本原則と呼ばれる原理があります。 

国の政治のあり方を決める最終的な権限は国民にあること（国民主権主義）、人間は生まれながらにし

て当然に自由や権利を持ち、それは最大限に尊重されること（基本的人権の尊重）、一切の軍備と一切

の戦争を放棄し、二度と過去の過ちを繰り返さないこと（永久平和主義）の三点です。この原則のうち、

憲法前文では、国民主権主義と永久平和主義が特に明確にされています。 

 

✔令和６年中の自殺の状況（厚生労働省・警察庁：令和７年３月２８日） 

令和６年の自殺者数は 20,320 人と前年比 1,517 人減少しました。男性 13,801人、女性 6,519 人

とそれぞれ減少し、ほとんどの年齢で減少しましたが、19 歳以下の女性が 51 人増加しました。有職

者は 8,092 人（男性 6,331 人・女性 1,761 人）、無職者（主婦・主夫、失業者など）は、10,800

人（男性 6,604 人・女性 4,196 人）でした。また、小中高生別の自殺者数計は 529 人（小学生 15

人、中学生 163 人、高校生 351 人）で、令和５年の 513 人（小学生 13 人、中学生 153 人、高校

生 347 人）より増加しています。原因は、警察の捜査の過程で知り得た範囲内のものに限られるます

が、「家庭問題」「健康問題」「学校問題」があります。国は減少に向け対策を講じています。 

 

✔パンダ ブラジルには ふられる（読売新聞：25.9.8） 

アドベンチャーワールド（和歌山県）の４頭全頭が返還されたため、現在日本で会えるパンダは、上野

動物園の２頭のみで、日本国民はパンダロスに涙しているが、地球の反対側のブラジル政府は、中国側

から貸与の申し出があったにもかかわらず受け入れを見送った。ブラジルへのパンダ貸与は、昨年の両

国外交関係樹立 50周年を機に調整された。昨 11 月の習近平主席のブラジル国賓訪問の目玉となるは

ずであったが、餌代などの費用に年間約 100万ドル（約 1憶 5000 万円）が必要でブラジル側が難

色を示したという。ブラジル国民はさぞかし残念がっていると思いきや「パンダがかわいそう」「貧し

い人たちにお金は使うべきだ」などと、受け入れ反対の声が圧倒的多数であった。中国のパンダ外交に

ついて、「動物の搾取」と反対する法案を提出議員らまで現れた、そうである。 

 

「経営者の仕事は 今日の仕事をこなすことではなく 

今日と違う未来をつくること」 

（山下淳一郎：ドラッカー５つの質問より」） 

 

「別れの先の 新たな 出会い」（小澤 征爾：指揮者：ボストン交響楽団音楽監督を務める） 

☆マイナ保険証で受診を！自己負担額のみ 高額療養費は解決！ 

☆天は 自ら 助くる者を 助く（サミュエル・スマイルズ（自助論） 

９月１日現在●静岡県人口 3,493,544 人（前月比 1,895人減）：内訳：自然動態 2,024 人減（出生

1,475 人・死亡 3,499人）：社会動態 129人増（転入 9,328 人・転出 9,199 人）：世帯数 1,535,655（355

増）●静岡市人口 667,026 人（前月比 6,294人減）：世帯数 306,494（1,972 増） 

 


